
           令和 7 年 度 事 業 計 画 

１. 総 論 

   令和２年以降のコロナ禍により、社会経済や国民生活は甚大な影響を受け、タクシ
ー事業においても、緊急事態宣言が度々発出される中、観光客の激減、イベントの中
止、外出の自粛、テレワークの推進等により輸送人員が激減し、廃業を余儀なくされ
る事業者も発生しました。コロナ禍の一段落も、大幅な最低賃金アップ、ロシアのウ
クライナ侵攻・中東紛争による燃料価格の高騰、コロナ融資の返済資金繰りなどによ
り依然、厳しい経営状況にあります。 

 
このような中で、令和６年１月の通常国会における岸田総理大臣の所信表明演説で、

「ライドシェア事業に係る法制度について、６月に向けて議論を進める」などとする
政府方針が表明され規制改革推進派がタクシー車両不足を強調するなか、国土交通省
において令和６年３月に自家用車活用事業が創設され、福岡県においても福岡交通圏
や北九州交通圏にて日本版ライドジェアを開始したうえで、勤務シフトの変更を含め
供給力の提供に努めました。 

 
国土交通省においては、「交通空白」の解消に向けて昨年７月に国土交通大臣を本部

⾧とする交通空白解消本部が設置され、自治体や交通事業者と連携し、地域の足や観
光の足の確保に向けた取組みを推進しています。 

 
昨年１２月には中間とりまとめがなされ、日本版ライドシェア、公共ライドシェア

等交通空白解消のツールは着実に浸透しているものの、全国の交通空白の解消は緒に
就いたばかりであるため、令和７年度～９年度の３か年を集中対策期間として、自治
体や交通事業者による個々の交通空白解消の取組みを後押しすることとされています。 

 
福岡県タクシー協会としても全タク連と連携のうえ引き続き、交通空白解消に向け

た取組みを進めてまいります。 
 

我々タクシー事業者は、少子・高齢化社会の急速な進展並びにＧＸ（グリーントラ
ンスフォーメーション）、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の大きな潮流の
中、地域公共交通機関として課せられた重要な使命を果たすため、 

 

  復活したインバウンド対応のための外国人在留資格特定技能１号制度を活用した
外国人ドライバーの雇用 

  「事業用自動車総合安全プラン２０２５」に基づいた交通事故防止の徹底 
  ２０５０年カーボンニュートラル達成を目指す電動車等の普及促進等による環境

対策の推進 

  ユニバーサルデザイン車両の普及促進等によるケア輸送体制の整備 
  妊婦応援タクシー・育児支援タクシーの普及促進による子育て支援の推進 

  乗合タクシーの普及促進による地域の高齢者等の移動支援の推進 
  地方自治体や地域の観光事業者と一体となった観光地における二次交通ネットワ



ークの充実 
  利用者利便の向上及び需要拡大に向けたスマホ配車の普及促進及びキャッシュレ

ス化の推進 
  交通空白の解消に向けた日本版ライドシェア及び公共ライドシェアの普及促進 
 

等諸施策を積極的に推進し、タクシー事業の進化に努めてまいります。 
 

一方、いわゆる欧米型のライドシェアは、事業主体が運行及び車両整備管理等につ
いて、民事・刑事上の法的な最終責任を負わない点が最大の問題で、私どもタクシー
事業者は、地方創生を担う重要な社会インフラであるという認識の下、今後とも国民
に対する安全・安心な輸送サービスを確保すべく、業界一致団結し、労働組合、個人
タクシー業界、バス業界、自動車メーカー、消費者団体、そして福岡県の地方自治体
と緊密に連携し、ライドシェア新法の制定に全タク連とともに断固として反対してま
いります。 

 
２．各 論 
 

（一）九州乗用自動車協会への加入について 
  令和６年度事業報告にて経過を報告いたしましたが、過去の経緯はあるものの、タ

クシー事業の活性化を図るためにも九乗協と福岡県タクシー協会が一丸となること
が重要であり、新しい組織を作りタクシーを取り巻く諸問題に対し取組んでいくた
め、令和７年３月１９日の合同委員会を経て２７日の理事会にて審議のうえ参加の
承認をいただいておりますが、総会における協議をお願いします。 

 
（二）旅客運送のプロとして持続的で利便性の高い交通サービスの実現に取組む。 
  国土交通省では、タクシー、乗合タクシー、日本版ライドジェア及び公共ライド

シェア等を地域住民や来訪者が使えない「交通空白」の解消に向けて早急に対応し
ていくため、令和 6 年７月に国土交通省「交通空白」解消本部を設置しました。 

 
福岡県タクシー協会としても、九州運輸局及び福岡運輸支局と積極的な連携の下、

各地区協会にて自治体を訪問し、意見交換の中でタクシー業界としての取組と意気込
みをアピールしてきたところですが、引き続き令和５年１２月２８日に改正措置され
た１２項目を活用し、安全で、きめ細かなニーズに対応できる公共交通サービスとし
て、地域実態に応じたタクシーサービスに取り組むとともに、公共交通の空白地帯に
おけるタクシー事業のあり方等の見直しを図ってまいります。 

 
（三）道路運送法第７８条第２号、３号 

〇 自家用有償旅客運送制度（道路運送法第７８条第２号）は、令和５年 12 月に開催
されたデジタル行財政改革会議において、自家用有償旅客運送制度の見直しを進め
ることが決定されました。 

自家用有償旅客運送制度は、平成 18 年に創設されましたが、地域でより有効に活
用いただけるよう、令和５年末や令和６年４月に大幅な制度改善が行われましたの
で、改正を理解のうえ公共交通会議などにて自治体との協力・連携に務めます。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊添付図は、国土交通省の“地域交通にける「担い手」「移動の足」不足への対応方策のカタログ”より抜粋 



〇 自家用有償旅客運送制度道路運送法第７８条第３号は、安全・安心を確保する観
点から、タクシー事業者の管理の下、タクシーの不足する地域、時期、時間帯にお
いて、その不足分を地域の自家用車や一般ドライバーで補う運送サービスとして、
令和６年 4 月から開始され、バージョンアップが行われています。 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

＊添付図は、国土交通省の“地域交通にける「担い手」「移動の足」不足への対応方策のカタログ”より抜粋 



〇 「交通空白」解消・官民連携プラットフォームの発足 
「交通空白」に係る困りごとを抱える自治体、交通事業者と、様々な資源を持つ幅
広い分野の企業・団体群の連携・協働体制を構築し、「交通空白」解消に向けて、「地
域の足」・「観光の足」を確保するため、実効性かつ持続可能性のある取組を全国規
模で推進するとして、令和６年 11 月 25 日に発足しており、全タク連を通じたプラ
ットフォーム会員として活動するとともに情報提供に努めます。 

 

 

＊添付図は、国土交通省の“地域交通にける「担い手」「移動の足」不足への対応方策のカタログ”より抜粋 



（四）深刻な人手不足の解決に向けて、乗務員の労働環境改善などによる採用強化 
登録運転者数は、新型コロナ感染症の５類移行と令和５年８月の福岡市域、令和

６年１０月の福岡の運賃改定により回復傾向ではあるが、依然、二種免許取得環境
での受験期間や教習等の二種免許受入体制の問題にて、二種免許取得に時間を要し
雇用のタイミングを逃しており、引き続き指定自動車教習所との協力関係に取り組
むとともに、特定技能外国人のタクシードライバー採用については、令和７年１月
１７日より自動車運送業分野特定技能協議会規約が施行され、特定技能外国人を採
用するタクシー事業者（特定技能所機関）からの加入受付が開始されるなど整備が
進められており、引き続き、制度所管省庁、関係省庁等との連携を図りながら、鋭
意取り組んでまいります。 

 
加えて、国土交通省において実施されている「女性ドライバー応援企業認定制度」

については、昨年１２月時点で福岡では６９事業所が認定を受けています。さらに、
先ほどの「働きやすい職場認証制度」については、特定技能制度における一つ星認
定が事業者の必須要件とされ認定を受ける企業が年々増加しています。 

これらの各種支援制度等を活用して、従業員の働きやすい施設・勤務形態を整備
し、若年・女性乗務員を含む人材確保に一層積極的に取り組んでいただきますよう
お願いします。 

 
また、昨年より実施しています、退職自衛官への採用活動につきましても、引き

続き福岡運輸支局と関係機関の連携ものと取り組んでまいります。 
 

（五）改正タクシー特措法への取組み 
準特定地域に指定されている地域においては、策定された準地域計画等にもとづ 

き、フォローアップを含めた活性化事業を見直すなど関連委員会と一体となって取り
組んでまいります。 

   また、令和７年１月より準特定地域において、未稼働車両が存在しているとして、
一定の割合について１年程度の期限付きで事業者に配分し、暫定的に車両を活用で
きることとする、「準特定地域におけるタクシー未稼働枠の暫定活用ついて」制定さ
れ、福岡交通圏と北九州交通圏がそれぞれ７８両、久留米市は４両が増車可能車両
数として公示されました。今後どの様になっていくか注視する必要があります。 

 ※準特定地域 : 北九州交通圏、筑豊交通圏、福岡交通圏、久留米市 
 

（六）改善基準告示 
労働時間については、令和６年４月１日から乗務員の時間外労働の上限が年９６

０時間以内となり、引き続き時間外労働の削減に取り組むとともに、改善告示基準
においても拘束時間や休息期間などが改正され、必要に応じて就業規則上の賃金制
度や勤務シフトの改善など、種々の対応が求められたところであり、労働時間管理
適正化指導員による個別訪問制度の活用などに引き続き取り組んでまいります。 

（専門委員会事業の（４）安心・安全運行対策に詳細を記載） 
 

（七） その他の課題 
全タク連と連携して、適宜適切に情報収集・伝達に努め、関係する事業の実現



に向けて取り組んでまいります。 
 

３．専門委員会事業 

 
（１）総務対策 ＊「総務委員会付託」 
    会員各地区協会との連携・強化及び関連委員会との総合的調整を図るとともに、 

次の事業を行うこととする。 
 
（総務事業） 

①   協会運営が厳しい中、一層の財務の健全化とその維持に努めるとともに、 
  予算、決算の適切な執行を図る。 
②  会員の車両数減少により単年度決算が令和５年度に続きマイナスとなり、繰

越金を使用するも、車両数の増加がなければ、会費の見直しが必要。 
 なお、マイナス幅を圧縮するため、自民党乗用支部より事務所費用として月
４万円で４８万円を徴収することとする。（資料２） 

③  複合機がリースアップにて１２年経過しており、故障への対応が困難な状況
と急な交換では値段交渉も出来ないので、リース機器の更新予算を確保しメー
カーの決算期（１０月目途）に最低価格による更新を実施する。 

④   昨年に引き続き、各地区協会が取り組んでいる乗務員の接客マナー向上の為 
の研修及び講習事業との連携に努める。 

⑤   関係官庁等の示達事項及び情報の把握と会員への速やかな伝達に努めると
共に、関係団体との協調活動を推進する。 

⑥  昨年に引き続き、会員及び従業員の表彰並びに福利厚生事業を実施する。 
 
（税務・保険対策事業） 

①  引き続き、全タク連と連携して、タクシーが利用者ニーズに答えて安全・安 
心に加え、質の高いサービスを提供し、公共交通機関としての使命を達成でき 
るよう、財政・税制上の支援の拡充・強化を要望していく。 

   ②  特に、税制面では自動車関係諸税の簡素化・負担軽減措置の抜本的な見直し 
を強く要望していく。 
 

   （広報対策事業） 
      タクシー事業について、タクシー利用者、マスコミ関係等に対する理解を得       

るための広報事業を関連委員会等と実施し、会員各地区協会等と連携を図り、需 
要拡大及びタクシー事業のイメージアップを図る為の諸対策を引き続き推進する。 
①   全タク連において取り組んでいる、日本全国の協会のホームページが簡単に 

検索できる「全国タクシーガイド」（www.taxi-guide.jp）により、利用者サ 
ービス、需要拡大を図る。 

② タクシーの安全性、利便性をＰＲするために会報を毎月発行あい広報活動に
努める。 

      ③ マスコミ等の取材に積極的に協力し、タクシー事業の理解を得るための広報 
に努める。なお、協会ホームページ作成については、予算の関係にて簡易版を
自力作成することとする。 



 
（その他事業） 

① 昨年に引き続き、会員及び従業員の表彰並びに福利厚生事業を実施する。 
②  他の委員会に属しない事項。 

 
（２）経営対策 ＊「経営委員会付託」 

 我々タクシー事業者は、少子・高齢化社会の急速な進展並びにＧＸ（グリーン
トランスフォーメーション）、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の大
きな潮流の中、地域公共交通機関として課せられた重要な使命を果たすため、令
和５年１２月２８日に改正措置がなされた 12 項目の活用によるタクシー事業に
おける対策、道路運送法 78 条 2 号、3 号による地域交通の空白地解消に向けて、
引き続き関連委員会と連携して①から④の事業を推進してまいります。 
 

①  ラストワンマイル・モビリティ／ 自動車 DX・GX に関する検討会にて示さ
れ改善された１２項目 

（１）タクシー事業者の供給力の強化のための制度・運用の改善 
【施策①】 営業所ごとのタクシー車両の最低車両台数の緩和 
【施策②】 営業所等の施設設置要件の緩和 
【施策③】 運行管理の DX の推進 
【施策④】 地方部に U ターン等した個人タクシー事業の経験者の活用 

 
（２）多様なサービスの提供の検討を可能とする制度・運用の改善 

【施策⑤】 タクシー事業者による乗合タクシー展開にあたっての 
法令試験免除 

【施策⑥】 タクシーと乗合タクシーの事業用車両の併用の柔軟化 
【施策⑦】 乗合タクシー事業における補完的な自家用車の活用 

 
（３）自家用有償旅客運送の円滑な導入や持続可能性の向上のための制度・運 用

の改善 
【施策⑧】 事業者協力型自家用有償旅客運送の活用促進 
【施策⑨】 「交通空白地」に係る目安の設定及び「地域交通の把握に 

関する マニュアル」の活用促進 
【施策⑩】 「地域交通の検討プロセスガイドライン」の活用促進 
【施策⑪】 自家用有償旅客運送に係る「運送の対価」の目安の適正化 
【施策⑫】 自家用有償旅客運送に係る更新登録手続の簡素化 

 

② 自家用有償旅客運送制度（道路運送法第７８条第２号） 
   各論の（二）にて、詳細は記述したところであるが、都市部に比べ人口減少に

加えインバウンド需要が見込めない地方都市においては、地域住民に根差した移
動の足の確保が事業維持のポイントであり、自家用有償旅客運送の円滑な導入や
持続可能性の向上のための制度・運用の改善について、運輸支局と連携し全タク
連や関連委員会とともに公共交通会議等において自治体へ理解を求めてまいりま
す。 



 
③ 自家用有償旅客運送制度道路運送法第７８条第３号 

各論の（二）にて、記述したところであり引き続き、全タク連や九州運輸局か
らの情報集に努め、関連委員会と連携して対応にあたります。 
    
④ 輸送実績等諸統計及び資料の整備 

 

（３）交通事故・犯罪等防止対策 ＊「指導委員会付託」 
 

（交通事故等防止対策事業） 
 

      ①  「事業用自動車総合安全プラン 2025」に基づき 2025 年度までにタクシー 
（バス、トラックも同様）における取り組みを行うこととする。 
  *全体目標「全国の自動車運送事業」 

（2020 年から 2025 年までの目標値） 

○ 24 時間以内の死者数 225 人以下、乗客の死者数ゼロ 
〇 重傷者数 2,120 人以下（新目標値） 
〇 人身事故件数 16.500 件以下 

        ○ 飲酒運転は「ゼロ」 
           〇 タクシーの出会い頭衝突事故件数 950 件以下（新目標値） 
   *全タク連の目標値 ※「ハイ・タク事業における総合安全プラン 2025」により。 

    〇 死者数 23 人以下 
〇  乗客の死者数ゼロ（新目標値） 

    〇 令和７年度までに重傷者数 630 人以下 
〇 令和７年度までに人身事故件数 6.060 件以下 

       〇 令和７年度までに出会い頭衝突事故件数 870 件以下（新目標値） 
    ○ 飲酒運転は「ゼロ」 
 
＊「福岡県における 2025 年までの目標設定」（計画） 

        ○  死者数「ゼロ」 
○ 令和７年度までに乗客の死者数ゼロ（新目標値） 
〇 令和７年度までに重傷者数（新目標値）63 件以下（全タク連の 10%:） 
〇 令和７年度までに人身事故件数  610 件以下（全タク連の 10%） 

        ○ 飲酒運転は「ゼロ」 
           〇 令和７年度までに出会い頭衝突事故件数（新目標値）・・100 件以下 
         

② 安全マネジメント制度の充実 
①の目標達成のために、安全マネジメント制度の充実を図るとともに、運行 

     管理制度の効果的運用や運転者の健康管理等の充実・強化対策、更にはコンプ 
ライアンスの徹底に努める。 

    ③ 全席シートベルト着用宣言車」運動を積極的に展開 
警察庁と日本 自動車連盟（JAF）の発表によると 202３年の福岡県での自家

用車の後部座席着用率は３６．２％で全国平均４３．７％を下回っています、こ



のため、引き続き年間を通じた「全席シートベルト着用宣言車」運動を積極的に
展開して行くこととし、更なる着用率の向上を図り、タクシーが他の交通機関及
び一般運転者の着用率向上のための牽引役となるよう努めることとする。 

      

（犯罪防止対策事業） 
① 運輸局及び警察との連携による「新防犯基準」に基づく新型防犯仕切板及び

車内防犯カメラ等の設置を促進し、乗務員の身体・生命を守ることを最重要課
題としたソフト・ハード面の環境づくりに努める。 

② 暴力団等からのタクシー事業等の交通事故にかかる不正不法な要求等につい
て、警察機関と連携して排除に努める。 

③ 福岡県において平成２０年４月「福岡県安全・安心まちづくり条例」が施行
されており、公共交通機関として地域社会の安全と平穏に貢献する必要がある
ことから、引き続き運用していく。  

○子供１１０番通報協力タクシー制度の推進 
    〇ながら防犯活動推進（日常生活の中に防犯の視点） 

④  「暴力追放防犯協力推進協議会及び緊急通報協議会総会」については、令和
７年３月１９日の合同委員会を経て２７日の理事会にて会則の廃止を、審議の
うえ承認いただきまいたので、今後、令和７年１月３１日に開催した【仮称】
福岡県安全・安心タクシー事業推進会議（準備会）のもとインターネットによ
る社会環境にも対応した協議会組織の発足に努めてまいります。 

 

（４）安心・安全運行対策 ＊「労務委員会付託」 
① タクシー運転者の「改善基準告示」の改正に伴う「働き方改革実現」 

に向けた全タク連策定の行動計画への取組 
   タクシー事業は、2024 年 4 月 1 日からは以下のとおりとなった。 

  これに対応するため、全タク連策定の「タクシー事業における働き方改革の 
実現に向けたアクションプラン」に基づき、労働生産性の向上、人材の育成・ 
確保、⾧時間労働の縮減等に向けて全力で取り組む。 

（改善基準告示）概要 
 

日

勤 

１か月の拘束時間 288 時間以内 

１日の拘束時間 13 時間以内（上限 15 時間、14 時間超は週３回までが目安） 

１日の休息時間 継続 11 時間以上与えるよう努めることを基本とし、9 時間を 

下回らない 

 

隔

勤 

１か月の拘束時間 262 時間以内 
※地域的にその他特別な事情がある場合、労使協定により 

２７０時間まで延長可（年６か月まで） 

２暦日の拘束時間 22 時間以内、かつ、2 回の隔日勤務を平均し 1 回あたり 

21 時間以内 

２暦日の休息時間 継続 24 時間以上与えるよう努めることを基本とし、22 時間を 

下回らない。 

※その他車庫待ち等の運転者（日勤、隔勤）、予期し得ない事象休日労働、ハイヤー 

※累進歩合制度は廃止する。 

 

また、令和２年に「運転者職場環境良好度認証制度」が施行されているが、 



令和７年４月１日より通年での申請を受け付となったので、この制度の周知を図
ると共に、多くの事業者が認証を得られるように、同制度の普及・促進を図って
行く。 

 
② 「働き方改革」に合わせ、最賃問題を検討するとともに、事業の見直しを 

図るための取組 
令和 6 年１０月の最低賃金法改正（９４１→9９２円）に伴い、改善基準の 

見直しと合わせ本年も引き続き、以下の検討をしていく。 
    ○ 効率的配車により、客待ち時間をできるだけ少なくする。 

○ 時間管理の徹底により、休憩時間を確実に把握する。 
○ 定時制乗務員の増員等により、経営の合理化を図る。 
○ 勤務表の見直しによる時間外労働や、深夜労働の分散化を図る等の検討 

を行い、具体的対策を紹介する。 
 

③ 労働時間管理適正化指導員による自動車運転者時間管理等指導制度 
  自動車運転者は、他業種の労働者に比較して⾧時間労働であって、脳・心臓

疾患の労災支給件数が多く、また、労働時間管理も重要であり、労働条件及び
安全衛生の確保と改善が求められ、加えて令和６年４月からは「働き方改革」
関連法による時間外労働の上限規制（年９６０時間）と、２５年ぶりの改正と
なった改善告示基準の適用も始まっており、福岡労働局が実施する労働時間管
理適正化指導員による個別訪問を業界指導員にて引続き実施することとする
が、個別訪問事業者が福岡市に集中している傾向であるので、業界指導員の負
担を軽減すべく、個別訪問事業者の各地区への分散化と、業界指導員の育成に
取り組み、令和８年度より実施することとする。 

 
⑤ 良質な乗務員を確保のための方策を検討 

各論（三）の記載内容を含め、経営委員会と連携して、若年層の職業選択の
幅を広げる観点からも、採用後の研修の充実・強化等を行うとともに、第二種
免許受験機会の確保とともに、女性乗務員の採用を進め、新卒、若年ドライバ
ーの確保のための方策を検討する。 

一方、昨年より実施した退職自衛官への求人活動や特定技能外国人の採用に
ついても、引き続き全タク連と連携のうえ、情報提供に努め良質な乗務員へと
繋げてまいります。 

 
⑥ 昨年に引き続き、労務研修会を開催 

令和６年 4 月に施行された改正基準法を含め、社会保険適用拡大や在職老齢
年金制度の見直しについて昨年に引き続き、全タク連と連携のうえ、関係行政
担当者等を招き、労務研修会等を開催する等により啓発に努める。 

 
（5）交通環境改善対策 ＊「技術環境委員会付託」 

（環境、利用者利便向上対策事業） 
①  環境問題、利用者利便の向上に取組むとともに、政府への支援要望 

平成２７年５月に２０３０年度を目標年度として策定した「ハイヤー・ 



タクシー業界の低炭素社会実行計画」に基づき、①ＨＶ車・ＥＶ車等環境 
対応車の普及、②車両数の適正化、③スマートフォンを活用した配車シス 
テムの導入、④デジタル式ＧＰＳ-ＡＶＭ配車システムの導入等による運行 
の効率化、⑤エコドライブ等の実施等により、業界のＣＯ２排出量削減を 
推進する。 
 

政府は、令和３年６月閣議決定した「２０５０年カーボンニュートラル 
に伴うグリーン成⾧戦略」において、「２０ ３５ 年までに、乗用車新車 
販売で電動車１００％を実現できるよう、包括的な措置を講じる」ことと 
し、さらに令和５ 年２月１０ 日「ＧＸ に向けた基本方針」が策定され、 
「物流・人流における省エネ化や非化石燃料の利用拡大に向けた需要構造 
の転換を実現するため、事業用のトラック・バス・タクシー等への次世代 
自動車（ 燃料電池自動車（Ｆ ＣＶ ）、電気自動車（Ｂ ＥＶ ）等）の普
及促進」が掲げられたところ。 
 

タクシー業界としても政府方針を踏まえ、カーボンニュートラル実現に 
向け、次世代自動車の導入等のＧＸの取り組みについて積極的に推進する。 

今後もタクシー事業が国民生活を支える地域公共交通機関としての使命を
達成できるよう、燃料価格激変緩和措置についても継続いただくとともに、
燃料油価格激変緩和対策事業において基準価格の算定の見直しが行われる場
合には、ＬＰガスについてもあわせて見直しがされるよう関係機関に強く要
望していく。 

 
アプリ配車、キャッシュレス決済（ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、電子ﾏﾈｰ等）、無料Ｗｉ- 

Ｆｉサービス、多言語翻訳機器など利用者の利便性の向上に資するタクシ 
ー車両用機器の普及促進を図るなど、最新のデジタル技術や交通データの 
効果的な活用により生産性・利便性の向上を図るべく DX についても積極的 
に検討を進めていく。 
 

  （整備管理者対策事業） 
①  引き続き、福岡運輸支局主催の整備管理者研修に協力し、整備管理者研修

手帳を発行する。 
 

（６）タクシー類似行為対策 ＊「地域交通委員会付託」 
 
（違法運送行為等対策事業） 

道路運送法に基づく地域公共交通会議及び地域公共交通活性化・再生化法に基づ
く法定協議会等に積極的に参画して、自治体との相互の連携を強め、「まちづくり」
と一体となった安全・安心なタクシーサービスの展開により地域住民の生活交通の
確保に努めます。 

 
特に、乗合タクシーを含めた交通空白地域の解消に向けた取り組みを、地方運輸

局・支局と連携し強化するなかで、「乗合タクシー事例集（第５版）」及び「TAXI 



Today in Japan」を最大限活用して、自治体訪問活動を実施し、地域が抱える課題
の解決に向けた取組みに参画し、尽力します。 

 
また、地域と一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化の観点か

ら、自治体、ＤＭＯ（観光地域づくり法人）等と連携し、観光地における二次交通
ネットワークの充実が求めれており、「出発地から目的地まで利用者にとっての最
適経路を提示するとともに、鉄道・バス・タクシー等の複数の交通サービス手段を
一括して提供するサービス」である MaaS（マース）が有効であります。 

 
よって、昨年 6 月に発足した九州 MaaS 協議会にて、交通・観光が連携したデジ

タルチケットが造成されており、福岡県タクシー協会としても引き続きアドバイザ
ー会員として情報の収集に努めます。 
 
 一方、新型コロナ感染症の５類移行後の需要回復に伴い、外国人観光客が急増し、
これに伴い白タク行為が顕在化しており、運輸局、警察機関が主催する「福岡県に
おける白タク行為に係る対策会議」において昨年に引き続き連携した対応にとりく
みます。 

 
加えて、一部の悪質な自動車運転代行業者による白タク行為やＮＰＯ法人等によ 

るボランティア輸送を装ったタクシー類似行為が依然として後を絶たない。 
また、近年、都市部を中心に互助・共助を仮装した謝礼目的の白タク行為が横行

しており、道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン
による適正な地域輸送について関係行政機関と連携して取り組みます。 

 
また、以下を主要な取組とします。 

    
①  アメリカ型ライドシェアについて、断固反対 

総論でも述べていますが、再度、いわゆる欧米型のライドシェアは、事業主
体が法的な最終責任を負わない点が最大の問題で、私どもタクシー事業者は、
今後とも国民に対する安全・安心な輸送サービスを確保すべく、業界一致団結
し、労働組合、個人タクシー業界、バス業界、自動車メーカー、消費者団体、
そして福岡県の地方自治体と緊密に連携し、ライドシェア新法の制定に全タク
連とともに断固として反対してまいります。 
 

②  自動車運転代行業者の違法行為に対する厳格な対応を要請 
自動車運転代行業者の違法行為及びボランティアを装ったセダン型車両等に 

よるタクシー類似行為により、健全なタクシー事業経営を阻害されている現状 
を踏まえ、引き続き、全タク連及び県協会関連委員会と連携して、関係行政機 
関、自治体に対し、法違反のなきよう厳格な対応を強く要請して行く。 
 

③ 引き続き、外国配車アプリを使用したタクシー類似行為について、関係行政
機関へ調査、取締りを要請 

 福岡県では、平成 30 年 11 月に設置された「運輸・警察両行政」が主催し、 



運輸・観光業界が委員として参加している「白タク行為に係る対策会議」に於 
いて、訪日外国人を対象としたチラシ等配布を実施しながら、白タク行為は違 
法であるとして認識・理解を求める啓発活動を実施しており、今後も、実態調
査、取締等を継続していくこととしており、各地域においては、これらの実態
を把握するとともに、情報提供を行っていくこととする。 

④ タクシーを活用する地域交通対策について、支援策等を要望 
昨年に引き続き、全タク連及び関連委員会と連携して、国及び自治体に対し 

て、悪質・違法なタクシー類似行為を一掃するための対策を強化するとともに、 
タクシーを活用した地域公共交通の維持、充実を可能とする支援制度の拡充・ 
強化及び体系的な地域公共交通政策の推進を要望して行くこととする。 

 
（７）福祉対策 ＊「ケア輸送委員会付託」 

 
（福祉輸送対策事業） 

①  福祉車両、ユニバーサルデザイン車両（UD 車両）の導入を図るとともに、 
政府及び自治体へ支援策を要望 

ドア・ツー・ドアで機動的、個別的なサービスを提供できるタクシー事業は、 
福祉タクシーの導入や運転者教育の充実に加えて、UD 車両の導入促進を図り、 
地域において安心して利用されるケア輸送サービスの担い手である。 

     このため、バリアフリー新法における福祉タクシー及び UD 車両の導入促進、 
導入補助を主目的とした国及び地方公共団体が参加する「福岡県タクシー関係 
バリア解消促進協議会」（略:バリア協議会）を、協会に設置している。 

バリアフリー法に基づく基本方針に定められた、ユニバーサルデザインタク
シーを含む福祉タクシーの導入整備達成目標台数は、令和７年度末まで に約 9
万台に引上げられ、新たに各都道府県における総車両数の 25%を目標とする福
祉タクシー及び UD タクシーの推進を図ることとした。 
 福岡県における協議会においては、令和６年３月末日現在で「福祉タクシー 
474 両」、「UD 車両 1,431 両」で合計 1,905 両が導入されております。 

〇目標値 : 令和７年度までに法人台数 8,615 両×25%=2,153 両 
              〇令和 6 年 3 月末現在 : 福祉車両（含む UD 車）1,905 両（補助制度 UD 車 559 両） 

                     ※内訳・・UD 車両 1,431 両、福祉専用車両 473 両 
 
今後とも全タク連と連携して、高齢者・身体障害者等のタクシー利用に対す 

     る各種支援措置を設定、充実を関係各方面に対し支援策やユニバーサルタクシ 
ー車両の開発促進、導入支援の充実を積極的に図るよう要望して行くこととする。 

 

 

 

 

 


